
   大野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱  

 

（平成２８年９月２３日告示第１４４号）  

改正  平成３０年４月１日告示第１２１号  
平成３０年７月２６日告示第１７７号  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。

）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「

総合事業」という。）の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。  

 （事業の目的）  

第２条  総合事業は、市が中心となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサ

－ビスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支

援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的とする。  

 （事業構成及び内容）  

第３条  市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。  

(1) 介護予防・生活支援サービス事業（以下「第１号事業」という。）  

 ア  訪問型サービス  

 イ  通所型サービス  

 ウ  介護予防ケアマネジメント  

(2) 一般介護予防事業  

 ア  介護予防把握事業  

 イ  介護予防普及啓発事業  

 ウ  地域介護予防活動支援事業  

 エ  地域リハビリテーション活動支援事業  

 オ  一般介護予防事業評価事業  

２  第１号事業の内容は、別表第１に定めるとおりとする。  

 （総合事業の対象者）  

第４条  第１号事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。  



(1) 居宅要支援被保険者  

(2) 施行規則第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める  

基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）に掲げる様式第１（以下、「

基本チェックリスト」という。）の記入内容が同基準様式第２に掲げるいず

れかの基準に該当した者（以下「事業対象者」という。）  

２  前条第２号に掲げる事業を利用することができる対象者は、第１号被保険者と

する。  

 （総合事業の実施方法）  

第５条  市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方

法により実施できるものとする。  

 (1) 法第１１５条の４５の３第１項に基づく指定事業者による実施  

  (2) 法第１１５条の４７第４項の規定に基づく施行規則第１４０条の６９の規定  

  に適合する者に対する委託による実施  

 (3) 施行規則第１４０条の６２の３第１項第２号の規定に基づく補助  

 （第１号事業に要する費用の額）  

第６条  第１号事業に要する費用は、別表第２の単位数の欄に定めるとおりとする。  

 （第１号事業支給費）  

第７条  第１号事業に係る支給費の額は、次に定める額とする。  

  (1) 訪問型サービス  前条の規定により算定した費用の額（当該額が現に当該事

業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した

費用の額とする。）の１００分の１００又は１００分の９０（サービスの利用

者が、第１号被保険者であって法第５９条の２に規定する政令で定めるところ

により算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支

援被保険者等である場合にあっては、１００分の８０又は１００分の７０）に

相当する額  

 (2) 通所型サービス  前条の規定により算定した費用の額（当該額が現に当該事

業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要し

た費用の額とする。）の１００分の９０（サービスの利用者が、第１号被保

険者であって法第５９条の２に規定する政令で定めるところにより算定した

所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等

である場合にあっては、１００分の８０又は１００分の７０）に相当する額  



  (3) 介護予防マネジメント  前条の規定により定めたサービス事業に要する費用

の額（当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、

当該事業のサービスに要した費用の額とする。）の１００分の１００に相当

する額  

 （自己負担額）  

第８条  第１号事業の利用者は、別表第２に定める自己負担額を負担する。  

２  前項に定めるもののほか、当該サービス利用の際に食費その他の実費が生じる  

ときは、当該実費は利用者の負担とする。  

３  前項に規定する自己負担額は、当該サービスが第５条第１項第１号に定める実  

施の場合は指定事業者が、第５条第１項第２号又は第３号に定める実施の場合は  

市がこれを徴収するものとする。  

 （支給限度額）  

第９条  支給限度額の算定は、法第５５条第１項の規定によるものとし、支給限度

額は別表第３のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、指定事業

者によるものに限る。  

 （高額介護予防サービス費等相当事業）  

第１０条  市長は、第１号事業において、法第６１条に規定する高額介護予防サー

ビス費及び法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に

相当する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）を支給するも

のとする。  

２  前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

 （サービス事業利用の申請）  

第１１条  第１号事業を利用しようとする者は、大野市介護予防・日常生活支援総

合事業サービス利用（更新）申請書（様式第１号）を市長に提出しなければなら

ない。  

 （利用の決定等）   

第１２条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査、調査

し、当該事業利用の適否について決定し、大野市介護予防・日常生活支援総合事

業サービス利用決定（却下）通知書（様式２号）を申請者に通知するものとする。  

２  事業対象者の有効期間（以下「有効期間」という。）は、申請のあった日から



２４月を最大として市長が定める。  

３  有効期間は、申請日の属する月の翌月から起算する。ただし、申請日がその月

の初日である場合は申請月から起算することとする。  

４  有効期間中に事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の

基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の

翌月１日より、残りの有効期間を無効とする。  

 （更新）  

第１３条  有効期間の終了する日以降も第１号事業を利用しようとする者は、有効

期間が終了する日の６０日前から有効期間が終了する日までに大野市介護予防・

日常生活支援総合事業サービス利用（更新）申請書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。  

（利用の手続き）  

第１４条  第１２条に規定するサービスの利用の決定を受けた者が第１号事業を利

用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント

依頼（変更）届出書（様式第３号）により、市長に届け出なければならない。  

（代行申請等）  

第１５条  第１１条及び第１３条の申請及び第１４条の届出については、本人に代

わって地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所が行うことができる。  

 （利用の停止等）  

第１６条  市長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の

一時停止及び中止又は利用内容の変更をすることができる。  

 (1) 健康状態に変化が見られ、当該利用内容が適切でないと認められたとき。  

  (2) 利用者の主治医に指導を受けたとき。  

  (3) その他当該事業の利用内容が適切でないと認められたとき。  

 （委任）  

第１７条  この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実

施に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則（平成３０年告示第１２１号）  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第７条第１号及び第２



号に規定する支給費のうち、法第５９条の２第２項に規定する居宅要支援被保険者

等に対する支給費の規定は、平成３０年８月１日から施行する。  

   附  則（平成３０年告示第１７７号）  

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。  

 



別表第１（第３条関係）   

区

分  
事業名  事業の内容  対象者  備考  

訪

問

型

サ

❘

ビ

ス  

訪 問 介 護

相 当 サ ー

ビス  

訪問介護員による

入 浴 等 の 身 体 介

護、自立支援のた

めの見守り、家事

等の生活支援を行

う。  

要支援者及び事業

対象者であって、

身体介護等訪問介

護員による支援が

必要なもの  

利用回数は次のとおり

とする。  

事業対象者・要支援１

：週１回程度  

要支援２：週２回程度  

訪 問 型 サ

ービスＡ  

家事援助員（市が

実施する養成講座

受講者）による家

事援助を行う。  

要支援者及び事業

対象者であって、

原則身体介護が必

要でないもの  

１回１時間程度  

利用回数は次のとおり

とする。  

事業対象者・要支援１

：週１回程度  

要支援２：週２回程度  

訪 問 型 サ

ービスＣ  

①市の保健師等が

訪問による相談・

指導を行う。  

②通所型サービス

Ｃの利用者に対し

リハビリ専門職に

よる日常生活のア

セスメントを主と

した訪問を行い、

自宅での運動メニ

ューの提案・指導

を行う。  

要支援者及び事業

対象者であって、

閉 じ こ も り 、 う

つ、認知機能低下

等により支援が必

要なもの  

期 間 は ３ ～ ６ ケ 月 と

し、①保健師等の訪問

は適宜  

②リハビリ職等の訪問

は通所型サービスＣ実

施期間中に１～２回程

度とする。  

 

 

 

通 所 介 護

相 当 サ ー

ビス  

事業所の従事者に

よる入浴等の身体

介護、生活機能向

要支援者及び事業

対象者であって、

身体介護、移動時

利用回数は次のとおり

とする。  

事業対象者・要支援１



 

 

 

通

所

型

サ

❘

ビ

ス  

上訓練を行う。  の常時見守りや一

部介助等が必要な

もの  

：週１回程度  

要支援２：週２回程度  

通 所 型 サ

ービスＡ  

事業所の従事者等

による運動機能・

栄養改善・口腔機

能・認知機能等に

関する介護予防教

室、レクリエ－シ

ョン等を行う。  

要支援者及び事業

対象者であって、

身体介護が必要で

ないもの  

 

１ 回 １ ０ ～ １ ５ 人 程

度、送迎ありで３時間

程度、利用回数は次の

とおりとする。  

事業対象者・要支援１

：週１回程度  

要支援２：週２回程度  

通 所 型 サ

ービスＣ  

 

医療機関等、運動

機能の評価・指導

が行える施設にお

いて、日常生活の

中で支障となって

いる生活行為の改

善に向けた運動プ

ログラムを行う。  

要支援者及び事業

対象者であって、

介護予防ケアマネ

ジメントの結果、

短期集中的な支援

により、運動機能

向上が見込まれる

と判断されたもの  

期間は３ケ月とし、週

１～２回、１人１回当

た り １ 時 間 程 度 と す

る。  

介

護

予

防

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト  

介 護 予 防

ケ ア マ ネ

ジメント  

介護予防及び日常

生活支援を目的と

して、心身状態に

応じた訪問型・通

所型サービスの利

用にかかるケアマ

ネ ジ メ ン ト を 行

う。  

要支援者及び事業

対象者  

 

大野市地域包括支援セ

ンタ－において行う。

た だ し 、 相 当 サ － ビ

ス、サービスＡ利用者

の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト

は、居宅介護支援事業

所に一部委託する。  

 



別表第２（第６条、第７条、第８条関係）   

区

分  
事業名  

単位数  

（１単位１０円）  
自己負担額  

訪

問

型  

サ

❘

ビ

ス  

訪問介護

相当サー

ビス  

「地域支援事業実施要綱」別添１の１に定める

単位数  

所 得 に 応 じ て 、

単 位 数 ×１ ０ 円

（ 以 下 、 基 本 単

価 と す る 。 ） の

１ 割 又 は ２ 割 若

しくは３割負担  

訪問型サ

ービスＡ  

○月額報酬  週１回程度：８００単位  

      週 2 回程度：１，６００単位  

○１回当たりの単価払い：２００単位  

加算：初回加算２００単位／月（計画作成時）  

減算：同一建物内１０％／回（建物の範囲につ

いては、平成３０年度介護報酬改定後の訪問介

護における取扱に準ずる）  

※１回当たりの単価払いの場合、上限額は月額

報酬と同額とする。  

所 得 に 応 じ て 、

基 本 単 価 の １ 割

又 は ２ 割 若 し く

は３割負担  

訪問型サ

ービスＣ  

 自己負担なし  

通

所

型  

サ

❘

ビ

ス  

通所介護

相当サー

ビス  

「地域支援事業実施要綱」別添１の２に定める

単位数  

所 得 に 応 じ て 、

基 本 単 価 の １ 割

又 は ２ 割 若 し く

は３割負担  

通所型サ

ービスＡ  

○月額報酬  週１回程度：１，２００単位  

      週２回程度：２，４００単位  

加算：「地域支援事業実施要綱」別添１の２の

ハからホ及びルに定める単位数  

減算：事業所と同一建物内に居住又は同一建物

内 か ら 利 用 す る 場 合 及 び 送 迎 を し な い 場 合

所 得 に 応 じ て 、

基 本 単 価 の １ 割

又 は ２ 割 若 し く

は３割負担  

教材費等は実費  



は、１回当たり５０単位  

通所型サ

ービスＣ  

別に定める委託料として支払う。  

 

別に定める。  

介

護

予

防

ケ

ア

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト  

介護予防

ケアマネ

ジメント  

居宅介護支援事業所に委託する場合、「地域支  

援事業実施要綱」別添１の３に定める単位数  

自己負担なし  

 

 

別表第３（第９条関係）  

対象者区分  支給限度（１単位１０円）  

事業対象者  ５，００３単位  

要支援１  ５，００３単位  

要支援２  １０，４７３単位  

 


